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報道関係者 各位                                      ＜配信枚数 2 枚＞ 

11 月の立命館土曜講座は、立命館大学人間科学研究所の企画として、「法と人間科学の最前線

から」をテーマに、ハイブリッド形式（対面・Zoom ウェビナー）で開講いたします。 

どなたでも無料で受講いただけますので、ご関心のある方のご参加をお待ちしております。 

 
記 

 
■立命館土曜講座 11 月テーマ 「法と人間科学の最前線から」 

（1）第 3394 回 「刑罰って何を解決しているの？ 

-刑罰制度改革を Restorative Justice(修復的司法)のレンズで見てみる」 

日時 ： 2023 年 11 月 4 日（土） 10：00～11：30 

    ハイブリッド開催 会場：衣笠キャンパス末川記念会館＋Zoom ウェビナー 

 

（2）第 3395 回 「刑事司法における脱刑罰処理を考える：治療的司法がもたらすインパクト」 

日時 ： 2023 年 11 月 11 日（土） 10：00～11：30 

    ハイブリッド開催 会場：歴史都市防災研究所カンファレンスルーム＋Zoom ウェビナー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
  本リリースの配布先： 京都大学記者クラブ、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ   

 
●内容についてのお問い合わせ先 

立命館大学衣笠総合研究機構 担当：武田・堀 

TEL.075‐465‐8224 

 

【立命館土曜講座のご案内】 

11 月テーマ「法と人間科学の最前線から」 

開催日程 ： 2023 年 11 月 4 日（土） ・ 11 日（土） 

開催方法 ： ハイブリッド講座（対面・Zoom ウェビナー） 

開催方法 ： ハイブリッド講座（対面・Zoom ウェビナー） 

内 容 ： 別紙参照 

聴 講 料 ： 無料 

定 員 ： 衣笠キャンパス末川記念会館 180 人、Zoom ウェビナー400 人 

歴史都市防災研究所カンファレンスルーム 35 人  

※実施前日 12：00 までに要事前申込。定員に達し次第、受付を終了。 

申込方法 ： 立命館土曜講座の WEB サイトよりお申し込みください。 

https://www.ritsumei.ac.jp/doyo/ 

   

   

 



 
 
別 紙  

 

■立命館土曜講座 11 月テーマ「法と人間科学の最前線から」 

（1）第 3394 回 「刑罰って何を解決しているの？ 

-刑罰制度改革を Restorative Justice(修復的司法)のレンズで見てみる」 

日時 ： 2023 年 11 月 4 日（土） 10：00～11：30 

講師 ： 立命館大学法学部 教授 森久 智江 

講師による内容紹介 ：  

 「犯罪行為に刑罰で対応する」ということに、多くの人は疑問を抱いていないのではないでしょうか。

しかし、刑罰を科すことで犯罪という現象がどのように解決されているのか、その仕組みはどうなってい

るのでしょう？ 

 現在、日本では刑罰制度が大きく変わろうとしています。2022 年の法改正により、従来の懲役刑と

禁錮刑の区別がなくなり、新たな「拘禁刑」が導入されます。また、2000 年代以降、刑務所に高齢や

障がいのある受刑者が相当な割合を占めることへの対応として、日本の刑事政策における重要課題

として「再犯防止」が掲げられ、司法と福祉の連携といわれる新たな政策が広がってきました。近時の

法改正においても、刑罰の中で様々な社会復帰支援を充実させていくことが企図されています。しか

し、「社会復帰」とはどのようにして果たされるものなのでしょうか。さらにそれは、社会に生きるわれわ

れにとってどのように位置付けられるものなのでしょうか。 

本講義では、このような近年の日本の動きを修復的司法（Restorative Justice）という考え方から考

えてみたいと思います。 

 
（2）第 3395 回 「刑事司法における脱刑罰処理を考える：治療的司法がもたらすインパクト」 

日時 ： 2023 年 11 月 11 日（土） 10：00～11：30 

講師 ： 成城大学法学部 教授 成城大学治療的司法研究センター長  指宿 信 

講師による内容紹介 ：  

罪を犯した人の再犯を防止するには、刑罰だけでは十分ではありません（実際には実刑で刑務所

に行く人の割合は 50％程度で、それ以外は執行猶予です）。その人が抱えている根本的な問題を解

決することで初めて可能になります。そのためには、刑事司法手続において、福祉などの支援や心理

的サポート、自助グループ活動、依存症治療といった様々な社会的資源を活用し、法分野のみに依

らず多様な分野の専門家や当事者の関与が有効です。そこで、罪を犯した人の更生と社会の安全を

確保しようとする思想である「治療的司法」、それを支える「治療法学」について学びます。 
 

■立命館土曜講座 

1946 年から続く、市民向けの無料公開講座。故・末川博名誉総長の「学問や科学は国民大衆の利

益や人権を守るためにある。学問を通して人間をつくるのが大学であり、大衆とともに歩く、大衆ととも

に考える、大衆とともに学ぶことが重要」との思いのもとに、大学の講義を市民に広く開放し、大学と地

域社会との結びつきを強めることを目指しています。 

＜WEB サイト＞ https://www.ritsumei.ac.jp/doyo/ 

 


